
憲法前文の３つの平和主義 
① 日本国民は、・・・政府の行為によつて再び
戦争の惨禍が起ることのないやうにするこ
とを決意し、ここに主権が国民に存するこ
とを宣言し、この憲法を確定する。 

・・・これは人類普遍の原理であり、この憲法
は、かかる原理に基くものである。われらは、
これに反する一切の憲法・・・を排除する。 
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